
 

R8 交流－５号 令和８年度みやぎ農山漁村海外おもてなし支援業務 仕様書（案） 
 
１ 業務の目的 

近年、訪日外国人旅行者においては、有名観光地を巡るだけでなく、その地域ならではの暮らしや
文化、食等を体験する滞在型の旅行ニーズが高まっており、特に高付加価値旅行者層においては、地
域の独自性やストーリー性を重視する傾向が強まっている。 

本業務は、このような動向を踏まえ、欧州（特にフランス）を主な対象とする高付加価値旅行者の
誘致に向け、本県農山漁村地域が有する地域資源の価値を整理し、対象市場のニーズに対応した戦略
の立案及びコンセプト設計を踏まえて旅行商品の造成を行うことで、将来的な販売につながる商品基
盤の構築を目的とする。 

 
２ 業務の内容 

欧州（特にフランス）を主な対象とする高付加価値旅行者の誘致に向け、本県農山漁村地域の地域
資源を活用した旅行商品の造成を行うものとする。 

本業務においては、市場調査、戦略立案及びコンセプト設計を一体的に実施し、その結果に基づき、
将来的な販売につながる旅行商品の基盤を構築するとともに、各段階における検討内容を整理し、具
体的な提案として取りまとめること。 
（１）市場調査及び分析 

対象市場における訪日旅行の動向及び高付加価値旅行者のニーズを把握するため、必要な調査及
び分析を実施すること。 

調査に当たっては、欧州（特にフランス）における旅行者の関心分野、旅行形態、滞在スタイル
及び消費傾向等を整理するとともに、本県を訪問する可能性のあるターゲットを具体的に設定する
こと。 

また、欧州（特にフランス）の旅行会社やツアーオペレーター、有識者等に対するヒアリングを
実施し、販売現場の視点から本県の評価や課題、求められる要素等について把握し、その結果を整
理し、報告すること。 

（２）戦略の立案 
（１）の調査及び分析結果を踏まえ、本県農山漁村地域における高付加価値旅行者向けの戦略を

立案すること。 
戦略の立案に当たっては、設定したターゲットに対して提供すべき価値及び訴求ポイントを明確

にするとともに、他地域との差別化の方向性を整理すること。 
また、本県が対象市場において目指すポジショニングを明確にし、当該ポジショニングに基づい

たブランディングの方向性及び想定される販売手法について検討すること。 
これらの内容を踏まえ、本県が対象市場に対して展開すべき戦略を体系的に整理し、提案として

取りまとめ、報告すること。 
（３）コンセプトの設計 

（１）及び（２）の内容を踏まえ、本県農山漁村地域における旅行商品全体のコンセプトを設計
すること。 

コンセプトの設計に当たっては、設定したターゲット及び戦略を踏まえて、農山漁村地域での滞



 

在の魅力や体験内容が分かりやすく伝わり、本県ならではの特徴や魅力が明確に表現された内容と
すること。 

また、欧州（特にフランス）の旅行会社やツアーオペレーター等からのアドバイスを受けた上で、
海外旅行者に対して分かりやすく訴求可能なコンセプト名称及び説明文を、その背景や狙い、提供
価値を含めて整理し、作成すること。 

（４）モデルツアーの造成 
（３）で設計したコンセプトに基づき、販売を見据えたモデルツアーを１つ以上造成すること。 
ツアーの造成に当たっては、２泊３日程度の行程を基本とし、農山漁村地域の食や体験、宿泊等

を組み合わせながら、移動時間及び滞在時間のバランスに配慮した内容とすること。 
また、設定したターゲット及びコンセプトとの整合を図りつつ、旅行者の満足度を高める観点か

ら、体験内容の質及び独自性を確保するよう検討すること。 
さらに、地域の宿泊事業者、体験提供者等の関係者との連携を図り、継続的な受入れが可能な体

制を踏まえた内容とすること。 
あわせて、当該ツアーについては、将来的な旅行商品としての販売を前提とし、想定される価格

帯を含めて整理するとともに、その内容について報告すること。 
（５）販売に向けたツール作成及び次年度以降に向けた提案 

（４）で造成したモデルツアーについて、海外旅行会社等を通じた販売を見据え、コンセプト名
称及び説明文、モニターツアーの内容等を取りまとめ、セールスツールを作成するとともに、日本
語の他、ターゲット地域の言語や英語等による多言語対応を行うこと。 

また、欧州（特にフランス）を主な対象とする高付加価値旅行者の誘致に向けた、地域の受入体
制整備や販売戦略等の観点から、３年目まで（今年度を１年目とする）の年次計画を作成し、提案
すること。 

なお、当該計画の検討に当たっては、将来的な展開の可能性として、欧米豪の英語圏市場への展
開についても考慮すること。 

 
３ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月１９日まで 
 
４ 業務の運営管理 

（１）受注者は、発注者に対し、業務の進捗状況（市場調査や戦略立案、コンセプト、モニターツア
ーの造成状況等）について、都度報告を行うこと。 

（２）受注者は、発注者に対し、状況に応じて業務の進捗状況を報告するとともに、必要の都度業務
の推進に必要な発注者との打合せ会議等を行うものとする。 

（３）本業務の遂行にあたり、Web会議を開催する際は受注者が会議のホストとなり、会議の参加者
を招待すること。 

 
５ 業務実施に当たっての留意事項 

本業務の実施に当たっては、次の点に注意すること。 
（１）本業務の実施にあたり、受託者は、各種支援事業を円滑に遂行できる組織体制を確保すること。 



 

（２）本業務の詳細行程を作成し、発注者の承諾を得ること。また、この行程に基づき業務に遅れが
発生しない様に進捗状況を管理すること。 

（３）個人情報保護に係る法令等に準拠した手続により行うとともに、各関係者のプライバシーの保
持に十分配慮しながら、業務上知り得た個人情報を紛失し、又は業務に必要な範囲を超えて他に
漏らすことのないよう、万全の注意を払うこと。 

（４）関係法令を遵守し、常に公正かつ中立的な姿勢を保つことを心がけること。 
（５）受注者は、本業務に伴う書類並びに帳簿及び会計に関する諸記録を整備し、本会計年度終了後

5年間保存すること。 
（６）受注者は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはな

らないものとするが、業務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ様式第１号「再委託
承諾申請書」を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。 

（７）再委託を受けることができる第三者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 
ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でないこと。 
イ 地方自治法施行令１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者で

ないこと。 
ウ 県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（平成９年１１月１日施行）に掲げる資格

制限の要件に該当する者でないこと。 
エ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措置要

件に該当しないこと。 
オ 財務状況が健全であり、年間を通じて安定した事業運営が可能なこと。 
カ 県税の未納がない者であること。 
キ 個人情報等の取扱いに関する情報セキュリティー管理体制を構築している者であること。 

（８）環境配慮の観点から、チラシ・パンフレット等を作成する場合は、「宮城県グリーン購入の推
進に関する計画」における判断基準に配慮すること。また、自動車を使用する場合は、適切な大
きさの車両を使用し、効率的な運行に努めること。駐停車中の不要なアイドリング停止を徹底す
ること。 

（９）業務の履行における安全、その他の規律については、関係法令を厳守すること。 
（10）受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）

から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行う
とともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託させた者が、暴力団員
等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。 
 なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告
が適切に行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、
必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。 

 
６ 業務成果の取扱い 

（１）本業務に関する実績報告書 A4判カラー印刷1部及び電子データ 
実績報告書には、最低限次の内容を記載すること。 



 

ア ２で整理した報告及び提案の内容 
イ ２で作成した資料等のデータ 
ウ 業務内容を通じての成果や課題、展望 
エ その他、発注者が必要と認める内容 

（２）本仕様書２の報告及び提案内容に関するの電子データ 一式 
電子データでの提出物は、（１）の実績報告書の電子データと一緒に、外部記憶装置（ＣＤ-Ｒ等）

にデータを保存し、提出すること。 
（３）業務完了報告書（発注者が指定する様式） １部 
（４）本業務の業務成果（本業務で撮影した各種素材画像データ及び製作したデザインデータ等の製

作物の著作権も含む）は発注者に帰属すものとし、発注者は、本業務の成果物を自ら使用するた
めに必要な範囲において、随時利用できるものとする。 

（５）成果物の権利等について 
ア 制作物は、他者の所有権や著作権を侵すものでないこと 。 
イ 人物を採用する場合は、肖像権の侵害が生じないようにすること。 
ウ 制作物について、発注者に対し受注者は著作者人格権の行使を行わないものとする。 
エ 受注者は、本業務において撮影した各種素材画像データ及び 制作したデザインデータ等の制

作物について、いかなる部分も第三者が著作権やその他の知的財産権侵害を主張していないこと
を発注者に保証し、第三者から成果品に関して知的財産権侵害を主張された場合の一切の責任は
受注者が負うものとする。 

（６）本業務に伴い入手した個人情報に関するものは、外部記憶装置（ＣＤ-Ｒ等）に保存した上です
べて発注者に提出すること。 

 
７ その他 

（１）委託業務の着手及び進行に当たっては、発注者と十分に連絡調整の上、実施するものとする。
また、業務の遂行に支障を生じないよう、打合せの記録を作成し共有するものとする。 

（２）本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と受注者の間でその都度協議するものとする。 
（３）本業務に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず、決して第三者に漏らしては

ならない。 
（４）業務の目的を達成するために、発注者は、業務状況・進行状況に関して必要な指示を行うこと

ができるものとし、受注者はこの指示に従うこと。 
（５）個人情報の取扱いについては、別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。 
（６）業務の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な業務が生じたとき又

は業務内容を変更する必要が生じたときは、発注者と協議の上、対応すること。 
 

【仕様書関連資料】 

□ 別記 個人情報取扱特記事項 

□ 様式第１号 再委託承諾申請書 

 



別 記 

個人情報取扱特記事項 
（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に「業務」と
いう。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを
適正に行わなければならない。 
（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が
終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 
第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任

者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発注
者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面によ
り報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項
を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなけれ
ばならない。 

 （作業場所の特定） 
第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ発

注者に報告しなければならない。 
２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 
 （個人情報の持ち出しの禁止） 
第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持

ち出してはならない。 
（保有の制限） 

第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、個人情報の
保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 61 条第１項に規定する
法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な
範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 
（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約
の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならな
い。 
（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人
情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
（教育の実施） 



第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、在職中及び退職後においても
当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
使用してはならないこと、及び特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の
適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 
（資料の返還等） 

第 10 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取得し、
若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄する
ものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 
（複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等
を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （個人情報の運搬） 
第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等

を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任におい
て、確実な方法により運搬しなければならない。 
（再委託の承諾） 

第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面に
より承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務
を更に委託する場合も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委
託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性
を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手
前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発
注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法につい
て具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するととも
に、発注者の求めに応じて、管理し、及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければな
らない。 
（実地調査） 

第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時
実地に調査することができる。 
（指示及び報告等） 

第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注
者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることがで
きる。 
（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 16 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報の取



扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。 
（事故発生時の対応） 

第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に
係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、
件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従うものとする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事
故に関する情報を公表することができる。 



様式第１号 

 

再 委 託 承 諾 申 請 書  

 

  年  月  日  

 

宮城県知事        殿 

 

 

（受注者） 

住    所   

商号又は名称 

代表者職氏名               

 

 

  年  月  日付けで締結した  業務について、下記のとおり業務の一部を再委託したく、委託
契約書第 条の規定により申請します。 

 

記 

１ 再委託先 

 (1) 商号又は名称 
 (2) 代表者氏名 
 (3) 所在地 
 (4) 電話番号 
 

２ 再委託する業務の内容及び範囲 

 

３ 再委託する業務の契約予定金額 

  金           円（消費税込み） 

 

４ 委託期間 

     年  月  日から    年  月  日まで 

 

５ 再委託する必要性及び理由 

 

 

（添付書類） 

再委託先との契約書案 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

再委託承諾・一部承諾・不承諾書 
 

年  月  日 

 

          殿 

 

宮城県知事     

 

再委託については、上記のとおり 承諾・一部承諾・不承諾 します。 

なお、内容に変更等が生じる場合はあらかじめ協議してください。 

 不承諾とした理由は別添のとおりです。 

 再委託先との契約締結後、契約書写しを提出してください。 


